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2020年 6月 1日 

各  位 

株式会社三井住友銀行 

 

「相続手続らくらくサービス（Webを活用した遺産整理業務）」の取扱開始について 

 

株式会社三井住友銀行（頭取 CEO：高島 誠）は、完全非対面で遺産相続手続の代行サービスを  

提供する「相続手続らくらくサービス」の取扱を開始いたします。 

 

 当行では、人生 100年時代の到来により多様化する相続・遺産整理に掛かるニーズに対して、  

金融サービスの進化・デジタル化の進展を背景に、インターネットを活用した、より一層利便性の

高いサービスを検討して参りました。 

 

「相続手続らくらくサービス」は、これまでの遺産整理業務の取組実績から、相続人・相続財産

の頻出パターンを分析した上で、一定の条件に合致するお客さま向けにサービス内容を定型化し、

更にWeb等デジタル技術を活用することで、従来比ご利用いただきやすい価格で、ご来店いただく

ことなく相続手続を完結できる、遺産相続手続の代行サービスとなります。 

 

たとえば、日中は金融機関に行く時間がないお客さまや、近隣に店舗がないお客さまであっても、

時間や場所を選ばずお手続を進めることができます。 

また、新型コロナウイルス感染症拡大に対しても、完全非対面でお客さまの相続手続を代行  

させていただくことで、お客さまの罹患リスクの軽減にも繋がります。 

 

 なお、本件以外にも相続関連のWeb化の一例として、従来、お電話やご来店をいただき受付して

いた相続発生のご連絡について、ご来店いただくことなく受付ができる Webの取扱を、2020年   

3月より開始しています。 

 

 当行は、人生100年時代の到来による高齢化社会への対応や、新型コロナウイルス感染症拡大に

対して、今後もデジタルテクノロジーを活用し、幅広いお客さまに商品・サービスを提供して   

まいります。 
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＜「相続手続らくらくサービス」のご利用条件（既存の遺産整理業務との比較）＞ 

 

 

 

＜「相続手続らくらくサービス」の手数料（既存の遺産整理業務との比較）＞ 
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